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第 8 9 号 広 報 稲 生 川 令和７年10月１日発行

議案第１号 令和６年度 事業報告書及び決算関係書類の承認について

議案第２号 令和７年度 収支補正予算について

議案第３号 地区管理委員会規程の一部改正について

令和７年８月８日、サン・ロイヤルとわだに於いて令和７年度臨時総代会を開催したところ、

総代現員数63名中53名の出席で、午後３時30分に開会され、山本勝浩総代（六戸町）を議長に選

任、野田一孝総代（十和田市）と近野洋総代（おいらせ町）の両名を議事録記名人に選任し、下記

の案件が慎重に審議された結果、提出された全案件が原案通り可決承認され、午後４時28分に閉

会となりました。

令和７年度 臨 時 総 代 会

監査報告をする戸来総括監事 採決の様子

上程議案

監 査 報 告

議 決 事 項

議長を務めた山本勝浩総代 挨拶をする丸井理事長

総 代 会 の 様 子
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令和６年度 収支決算書総括表 単位：円
科 目 一般会計 発電事業特別会計 内部取引消去 合 計

土地改良事業収入 208,673,083 208,673,083
発電事業収入 34,613,324 34,613,324
附帯事業収入 1,037,082 1,037,082
基本財産運用収入 21,561 21,561
特定資産運用収入 41,802 22,848 64,650
補助金等収入 6,798,486 6,798,486
交付金収入 127,004,595 127,004,595
雑収入 11,578,588 2,677 11,581,265
業務受託料収入 6,140,000 6,140,000
固定資産売却収入 112,356 0 112,356
他会計繰入金 19,327,078 500,000 △ 19,827,078 0
積立資産取崩収入 45,070,000 0 45,070,000
繰越金 151,422,854 0 151,422,854

収 入 計 577,227,485 35,138,849 △ 19,827,078 592,539,256
土地改良事業費支出 172,894,436 172,894,436
発電事業費 848,923 848,923
一般管理費支出 107,785,564 1,040,000 108,825,564
土地改良事業負担金支出 9,000,000 9,000,000
固定資産取得支出 9,599,090 0 9,599,090
他会計繰出額 500,000 19,327,078 △ 19,827,078 0
積立資産積立支出 130,532,086 13,922,848 144,454,934
次年度繰越金 146,916,309 0 146,916,309

支 出 計 577,227,485 35,138,849 △ 19,827,078 592,539,256

維 持 管 理 費 単位：円
地 区 用 排 水 施 設 等 揚 水 機 施 設 等 計

共 通 14,693,543 14,693,543
稲 生 川 11,038,969 469,847 11,508,816
深 持 用 水 630,224 630,224
中 掫 22,000 22,000
切 田 用 水 1,798,669 1,798,669
元 村 用 水 2,703,584 2,703,584
立 崎 1,294,243 1,294,243
一 本 木 沢 揚 水 機 8,584,751 12,800,380 21,385,131
沖 山 用 水 3,159,630 7,287,730 10,447,360
古 里 3,158,505 3,158,505
七 百 2,565,687 2,640,237 5,205,924
東 部 三 本 木 原 4,126,876 4,126,876
深 南 368,717 368,717
上 北 中 部 4,686,800 4,686,800

計 58,832,198 23,198,194 82,030,392
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財 産 目 録
科 目 金 額 (円)

資産の部
１ 流動資産

現金及び預金
未収賦課金
未収決済金
未 収 入 金

２ 固定資産
（１）基 本 財 産
（２）特 定 資 産

所有土地改良施設
発電所施設（稲生川小水力発電所）
土地改良施設用地等
受託土地改良使用収益権
職員退職金給付引当積立資産
役員退任慰労金積立資産
施設更新積立資産
国県営造成施設管理積立資産
管理運営負担金積立資産
役員総代研修積立資産
地区委員研修積立資産
車両運搬具積立資産
地区別管理積立資産
各地区主要施設管理積立資産
適正化事業積立資産
欠損調整積立資産
災害準備積立資産
建設改良積立資産

（３）その他固定資産
土地
建物及び附属設備
機械及び装置
車両運搬具
器具備品
リース資産
ソフトウェア資産
適正化事業拠出金
長期未収賦課金
出資金・出資予約金
リサイクル預託金
長期前払費用 プリンター保守料

負債の部
１ 流動負債

未払金
預り金
賞与引当金
リース債務

２ 固定負債
適正化事業拠出金長期未払金
職員退職金給付引当金
役員退任慰労金給付引当金

正味財産の部
１ 指定正味財産
２ 一般正味財産

5,044,114,805
156,484,969

141,450,115
5,153,362
2,763,591
7,117,901

4,887,629,836
651,567,578
4,035,244,378

2,773,866,961
141,038,097
1,004,534
20,956,368
77,477,834
4,830,074
298,227,818
209,815,788
108,839,504
11,693,336
4,296,566
4,514,434
135,955,203
116,588,286
11,110,362
14,002,299
50,002,944
51,023,970

200,817,880
19,626,077
108,801,657
9,312,461
1,377,482
809,526
470,448
671,880
5,514,000
51,984,691
2,146,758
47,900
55,000

99,479,949
6,535,155

1,651,707
0

4,413,000
470,448

92,944,794
6,438,794
81,674,000
4,832,000

4,944,634,856
2,487,278,749
2,457,356,107

令和７年３月31日現在
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土地改良施設維持管理適正化事業 単位：円

工 事 名（地区名) 工 種 事 業 量 事 業 費 請 負 者
稲吉堰用水路補修工事
（稲生川 主要施設） 用水路工 Ｌ＝ 105 ｍ 16,797,000 (有)竹ヶ原建設

七百揚水機場補修工事
（七百 主要施設）

屋根補修
配電盤内機器交換 Ｎ＝１式 4,169,000 (株)佐藤建設工業

県営基幹水利施設管理事業 単位：円

区 分 法量頭首工 稲生川頭首工 砂土路川揚水機場
高清水幹線用水路

三本木幹線
用 水 路 六戸調整池 稲生川幹線

用 水 路 計

管 理 費 2,325,599 533,278 5,745,309 8,567,157 12,365,169 463,488 30,000,000

工事雑費 32,000 7,000 79,000 118,000 170,000 6,000 412,000

事 務 費 84,000 19,000 208,000 311,000 449,000 17,000 1,088,000

計 2,441,599 559,278 6,032,309 8,996,157 12,984,169 486,488 31,500,000

９/27 十和田市立藤坂小学校 18名
10/５ 十和田市立松陽小学校 ７名
10/５ 十和田市立洞内小学校 ７名
10/11 十和田市立三本木小学校 29名
10/12 十和田市立三本木小学校 29名
10/14 五戸町立五戸小学校 55名
10/14 十和田市立西小学校 18名
10/18 十和田市立三本木小学校 29名
10/25 十和田市立北園小学校 78名
11/11 五戸町立上市川小学校 15名

当区では農業水利施設の役割を紹介するため、学校や団体からの要請により施設見学の案内を行っています。
施設見学についてのお問合せは当区総務課までお願いします。
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新採用職員の紹介新採用職員の紹介

災害復旧事業 単位：円

地 区 名 工 種 事 業 量 事 業 費 備 考

古 里 道 路 Ｌ＝ 48 ｍ 6,680,000 六戸町

この度、稲生川土地改良区に採用となりました。
まだ分からない事だらけですが仕事を覚え励んで行きたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

工事課 技師 沢 目 聖
せ
怜
れん

当区施設及び周辺の維持管理についてボランティアで活動され、ご協力いた
だいている団体をご紹介させていただきす。大変ありがとうございます。

令和７年度春季・夏季のボランティア活動

ボランティア活動団体
活動施設 活動団体 活動内容

三 本 木 幹 線 用 水 路
田中建設(株) 清掃･桜剪定 鯉放流

丸井重機建設(株) 清掃･桜剪定 鯉放流

稲 生 川 ふ れ あ い 公 園
(株)田中組 清掃･公園整備 鯉放流

(株)オオタ測量設計（CSR活動） 草刈り

高清水ため池（一本木沢ビオトープ） 田中建設工業(株) 清掃･草刈り 鯉放流

深 持 幹 線 用 水 路 十和田乗馬倶楽部（アドプト協定） 清掃･草刈り

前 蒼 前 支 線 用 水 路 豊栄町内会（アドプト協定） 清掃･草刈り

牛 鍵 用 水 路 大洞町内会（アドプト協定） 清掃･草刈り

感謝
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青森県上北農林水産事務所長 種 市 順 司
稲生川土地改良区の組合員及び関係者の皆様には、日頃から上北地域の農業農村整

備事業の推進に御理解と御協力をいただき、深く感謝申し上げます。

また、丸井理事長様におかれては、青森県土地改良事業団体連合会会長として、上

北地域のみならず本県の農業・農村の発展に御尽力いただいていることに対し、心か

ら敬意を表します。

さて、県では、「青森新時代『農林水産力』強化パッケージ」に基づき、「農林水産業

が持続的に発展する社会」の実現に向けて、所得増にこだわった施策を積極的に展開

しています。

この中で、農業農村整備分野では、スマート農業の実装を可能とする基盤整備のほ

か、これを契機とした担い手への農地集積・集約化の加速化や、収益性の高い作物な

どへの転換を推進する水田の汎用化・畑地化、さらには農業農村整備プロセス全体に

おけるＩＣＴの活用を進めています。

また、近年頻発・激甚化している大雨災害などに対応するため、農業水利施設の長

寿命化対策や防災重点農業用ため池の地震・豪雨対策を着実に実施していくとともに、

施設管理の主体を担う土地改良区の統合整備や男女共同参画の推進による組織の運営

強化などにも支援しています。

ご存じのとおり、当所は県民局の廃止に伴い、令和７年度から青森県上北農林水産

事務所となりました。これまで以上に皆様方との対話、連携を密にしながら、本年度

に貴土地改良区区域で実施される相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業をはじめ、上

北地域の生産力強化につながる施策に取り組んで参りますので、引き続き、御支援と

御協力をお願いいたします。

結びに、貴土地改良区の益々の御発展と組合員の皆様の御多幸をお祈り申し上げ、

御挨拶とさせていただきます。

あ い さ つ
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公共機関（市町・法務局等）で所有権移転等の手続きを行ったら必ず土地改良区にも届出をお願いします。
届出がなければ土地原簿の変更ができず、従来の組合員へ賦課されてしまいますので、ご注意ください。

届 出 の 種 類 申 請 の 名 称 注 意 点
農地の移動があったとき
(売買・交換・贈与・貸借契約及びその解除)
組合員の名義を変更するとき
組合員の住所が変わったとき

組合員資格得喪通知書
組合員名は改良区からの郵便物の
宛名で確認できますので、変更が
ないか、いま一度ご確認ください。

農地を転用するとき
公共事業で買収があったとき

農地転用等の通知書
地区除外申請書
農地転用確約書

公共事業による買収の際は申請及
び決済金について事業主体と十分
協議のうえ手続きをお願いします。

土地改良施設用地を出入口等に使
用したいとき
雨水や合併浄化槽処理水を水路に
放流したいとき

他目的使用申請書
合併浄化槽処理排水の放流許可後、
下水道へ切り替えた場合にも届出
が必要になります。

賦課は毎年４月１日現在における土地原簿に記載してある土地の賦課地積を対象に行われますので、権利移動
等がありましたら速やかに届出ください。また、不明な点がございましたら土地原簿の閲覧ができますのでご来
所ください。
農地転用する場合は、土地改良法の規定により決済金の納付が義務付けられていますので、意見書を受け取る

際に納付していただきます。なお、その場合、申請年度の翌年度より除外となりますので、当該年度の賦課金は
そのまま賦課されます。
滞納されている土地を取得すると、土地改良法第42条(権利義務の継承及び決済)により新しい権利者(買った

人)に支払いが義務付けられています。必ず売買するときは、「滞納」があるかどうか改良区へ問い合わせくださ
るようお願いします。また、競売の場合も同様の扱いとなりますのでご注意ください。

組組組組合合合合員員員員のののの皆皆皆皆様様様様へへへへののののおおおお願願願願いいいいににににつつつついいいいてててて組合員の皆様へのお願いについて組合員の皆様へのお願いについて
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平 日 午前８時30分から午後５時00分まで
土・日祝祭日 休 業

就業時間のお知らせ

稲生川土地改良区 総務課 ℡
※各種届出用紙は土地改良区窓口で準備しておりますので、
印鑑等をご持参のうえ手続きをしてください。
また、各種届出用紙は稲生川土地改良区ホームページ
からもダウンロードできますので、ご利用ください。
ホームページアドレス http://www.inaoigawa.or.jp

広報はPC・スマホからでもご覧いただけます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


